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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
外
国
人
技
能
実
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生
の
失
踪
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
外
国
人
技
能
実
習
生
の
失
踪
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

技
能
実
習
生
が
失
踪
し
た
場
合
に
、
当
該
技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
て
い
た
監
理
団
体
又
は
実
習
実
施
機
関
（
以
下
「
監

理
団
体
等
」
と
い
う
。
）
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
監
理
団
体
等
や
他
の
技
能
実
習
生
か
ら
事
情
を

聴
取
す
る
等
に
よ
り
失
踪
の
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
、
当
該
監
理
団
体
等
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難

民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の

技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
第
十
六
号
の
表
ワ
の
項
等
に
掲
げ
る
不
正
行
為
を
行
っ
た
も
の
か
ど

う
か
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

技
能
実
習
制
度
は
、
技
能
、
技
術
又
は
知
識
の
開
発
途
上
国
等
へ
の
移
転
を
図
り
、
開
発
途
上
国
等
の
経
済
発
展
を
担
う

「
人
づ
く
り
」
に
協
力
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
我
が
国
の
国
際
貢
献
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
一
方
で
、
制
度
の
趣
旨
が
理
解
さ
れ
ず
に
安
価
な
労
働
力
の
確
保
策
と
し
て
使
わ
れ
、
労
働
関
係
法
令
違
反
や
人
権

侵
害
が
生
じ
て
い
る
等
の
指
摘
も
あ
る
。
今
国
会
に
提
出
し
た
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保

一



護
に
関
す
る
法
律
案
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
の
改
善
を
行
い
、
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
た
適
正
な
運
用
の
確
保
を
図
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。

二


